
 

 

阪南港曳船使用基準 

           平成 11年 2月 1日作成 

(1) 阪南港曳船使用基準表        平成 18年 6月 30日改定 

本船総トン数 
バウスラスター非装備船 バウスラスター(B/T)装備船 

曳船能力(PS) 曳船数 B/T能力(PS) 曳船能力(PS) 曳船数 

1,000トン未満 1,000PS 以上 1隻 
400PS以上 ― ― 

400PS未満 1,000PS 以上 1隻 

5,000トン未満 1,000PS 以上 2隻 
400PS以上 1,000PS 以上 1隻 

400PS未満 1,000PS 以上 2隻 

10,000 トン未満 
1,000PS 以上 1隻 

1,500PS 以上 1隻 
2隻 

800PS以上 1,500PS 以上 1隻 

800PS未満 
1,500PS 以上 

1,000PS 以上 
2隻 

15,000 トン未満 2,000PS 以上 2隻 

800PS以上 2,000PS 以上 1隻 

800PS未満 
2,000PS 以上 

1,500PS 以上 
2隻 

15,000 トン以上 その都度打合わせる その都度打合わせる 

（PS：連続最大出力 B/T：バウスラスター） 

注) 気象海象の状況により水先人の判断で、必要な場合は 2隻 

 

(2) 台風接近時の曳船使用基準表 

本船総トン数 風速 10m/sec未満の場合 風速 10m/sec以上の場合 

3,500トン未満 2,000HP×1隻及び 560HP×1隻 2,000HP×2隻 

3,500トン以上 2,000HP×2隻 2,000HP×2隻及び 560HP×1隻 

（台風接近の恐れのある場合は早めに沖出しする） 


